
自動車の住所変更について

自動車税の納税通知書は、４月１日現在の自動車登録の住所地へ送付されてい

ます。引っ越しなどで住所が変わったときには、運輸支局で住所の変更登録を忘

れずにお願いします。３月中に住所変更登録を済ませることができない事情があ

る方は、お近くの地域県民局県税部にご連絡ください。

また、県のホームページ でも自動車税(http://www.pref.aomori.lg.jp/life/tax/)

の住所変更の届出を受け付けています。

自動車税口座振替について

県では、自動車税の口座振替の申込みを受け付けています。平成２１年度分の

自動車税の口座振替の申込期限は、平成２１年４月３０日です。お早めに取扱金

融機関や地域県民局県税部でお申し込みください。


